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(57)【要約】
【課題】ＰＯＰ型の半導体装置において、組み合わせる
半導体パッケージの自由度を向上できる技術を提供する
。
【解決手段】下段の実装基板である配線基板１Ｃに金属
製の導電性部材３Ａを設け、上段の実装基板である配線
基板２Ｃには平面で導電性部材３Ａと対応する位置でス
ルーホール７を設けてそのスルーホール７の側壁に配線
を露出させる。それら導電性部材３Ａを対応する配線基
板２Ｃ側のスルーホール７に挿入し、そのスルーホール
７を導電性部材３Ｂで充填することで配線基板１Ｃと配
線基板２Ｃとを電気的に接続する。配線基板２Ｃの主面
側には、導電性部材３Ｂと電気的に接続し、上段の半導
体部材３２が搭載される電極パッド４Ｂを形成し、電極
パッド４Ｂは平面で下段の半導体チップ２２と重なる位
置にも配置する。
【選択図】図４５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　以下の工程を含むことを特徴とする半導体装置の製造方法：
　（ａ）第１主面、前記第１主面に形成された第１電極パッド、および前記第１主面とは
反対側の第１裏面を有する第１基板を準備する工程；
　（ｂ）第２主面、前記第２主面に形成された第２電極パッド、および前記第２主面とは
反対側の第２裏面を有する第２基板を、前記第２基板の前記第２裏面が前記第１基板の前
記第１主面と対向するように、前記第１基板上に配置する工程；
　ここで、
　前記（ｂ）工程では、前記第１基板もしくは前記第２基板の一方に形成され、前記第１
基板と前記第２基板との間に配置された半導体チップの厚さよりも大きい高さから成る第
１導電性部材を、前記第１基板もしくは前記第２基板の他方に形成されたスルーホール内
に配置し、前記第１導電性部材を、前記スルーホール内に形成され、前記第１電極パッド
もしくは前記第２電極パッドと電気的に接続されたスルーホール配線と電気的に接続する
。
【請求項２】
　以下の工程を含むことを特徴とする半導体装置の製造方法：
　（ａ）第１主面、前記第１主面に形成された第１電極パッド、前記第１電極パッドより
も前記第１主面の周縁部側に配置された第２電極パッド、前記第２電極パッド上に形成さ
れた第１導電性部材、前記第１主面とは反対側の第１裏面、および前記第１裏面に形成さ
れた第３電極パッドを有する第１基板を準備する工程；
　（ｂ）表面、前記表面に形成されたボンディングパッド、および前記表面とは反対側の
裏面を有する半導体チップを、前記第１基板の前記第１主面に搭載する工程；
　（ｃ）前記半導体チップの前記ボンディングパッドと前記第１基板の前記第１電極パッ
ドとを、第２導電性部材を介して電気的に接続する工程；
　（ｄ）第２主面、前記第２主面に形成された第４電極パッド、前記第２主面とは反対側
の第２裏面、前記第２主面から前記第２裏面に向かって形成されたスルーホール、および
前記スルーホールの内部に形成されたスルーホール配線を有する第２基板を、前記第１導
電性部材が前記スルーホール内に位置し、前記第２基板の前記第２裏面が前記第１基板の
前記第１主面と対向するように、前記第１基板上に配置し、前記第１導電性部材と前記ス
ルーホール配線とを電気的に接続させる工程；
　（ｅ）前記（ｄ）工程の後、前記第１基板の前記第３電極パッドに外部端子を形成する
工程；
　ここで、
　前記第１導電性部材の高さは、前記半導体チップの厚さよりも大きい。
【請求項３】
　請求項２記載の半導体装置の製造方法において、
　前記（ｄ）工程後において、前記第１導電性部材は、前記第２基板の前記第２主面から
突出していないことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　請求項３記載の半導体装置の製造方法において、
　前記第１導電性部材のうち、前記第１基板の前記第１主面からの一部は絶縁膜によって
覆われ、
　前記第１導電性部材の前記絶縁膜からの突出量は、前記第２基板の厚さ以下であること
を特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項５】
　請求項３記載の半導体装置の製造方法において、
　前記（ｄ）工程後において、前記第１導電性部材の先端面は、前記第２基板の前記第２
主面と前記第２裏面との間に位置することを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項６】
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　請求項２記載の半導体装置の製造方法において、
　前記第１導電性部材のうち、前記第１基板の前記第１主面からの一部は絶縁膜によって
覆われ、
　前記絶縁膜の厚さは、前記第１基板の前記第１主面に搭載された前記半導体チップの高
さより大きいことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項７】
　請求項２記載の半導体装置の製造方法において、
　前記第１導電性部材のうち、前記第１基板の前記第１主面からの一部は絶縁膜によって
覆われ、
　前記絶縁膜は、平面で前記第１基板の前記第１主面を囲むように形成され、
　前記（ｄ）工程後において、さらに、
　（ｆ）前記第１基板と前記第２基板との間に樹脂を供給し、前記第１基板と前記第２基
板との間を前記樹脂で埋め込む工程；
を含むことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項８】
　請求項７記載の半導体装置の製造方法において、
　前記絶縁膜には、前記樹脂を注入するための経路が形成されていることを特徴とする半
導体装置の製造方法。
【請求項９】
　請求項２記載の半導体装置の製造方法において、
　さらに、
　（ｆ）前記半導体チップの前記裏面と前記第２基板の前記第２裏面との間に樹脂を供給
し、前記半導体チップの前記裏面と前記第２基板の前記第２裏面との間を前記樹脂で埋め
込む工程；
を含むことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１０】
　請求項２記載の半導体装置の製造方法において、
　前記第１導電性部材のうち、前記第１基板の前記第１主面からの一部は絶縁膜によって
覆われ、
　前記第１導電性部材は、
　（ａ１）前記第１基板の前記第１主面にマスキング層を形成し、前記マスキング層をパ
ターニングする工程；
　（ａ２）パターニングされた前記マスキング層をマスクとしためっき法にて、前記第２
電極パッド上に前記第１導電性部材を堆積する工程；
　（ａ３）前記マスキング層を除去し、前記第１導電性部材のうち、前記第１基板の前記
第１主面からの一部を前記絶縁膜によって覆う工程；
を含む工程によって形成されていることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１１】
　請求項２記載の半導体装置の製造方法において、
　前記第１基板中には、前記第１電極パッド、前記第２電極パッド、前記第３電極パッド
、および前記第１導電性部材と電気的に接続する第１配線層が形成され、
　前記第２基板中には、前記第２電極パッドおよび前記スルーホール配線と電気的に接続
する第２配線層が形成され、
　前記第１配線層数は、前記第２配線層数より多いことを特徴とする半導体装置の製造方
法。
【請求項１２】
　請求項２記載の半導体装置の製造方法において、
　前記第１基板の平面外形は、前記第２基板の平面外形より大きいことを特徴とする半導
体装置の製造方法。
【請求項１３】
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　請求項２記載の半導体装置の製造方法において、
　前記第２基板の前記第２主面の前記第４電極パッドは、平面で前記第１基板に搭載され
た前記半導体チップと重なる領域に形成されていることを特徴とする半導体装置の製造方
法。
【請求項１４】
　請求項２記載の半導体装置の製造方法において、
　（ｇ）前記第２基板の前記第２主面には、前記半導体チップと同種または異種の他の半
導体チップ、もしくはチップ部品の少なくとも一方を、１つ以上搭載する工程；
を含むことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置の製造技術に関し、特に、半導体チップやチップ部品等を複数混
載した半導体装置の製造に適用して有効な技術に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　半導体パッケージやチップ部品（抵抗、コンデンサおよびインダクタ等）等が搭載され
る実装基板（マザーボード）の小型化や、半導体システムの高速化等を目的として、様々
な品種の半導体チップ（マイコンチップおよびメモリチップ等）やチップ部品を１つの半
導体装置に混載するＭＣＭ（Multi Chip Module）型の半導体装置が開発されている。
【０００３】
　このようなＭＣＭ型の半導体装置の構成としては、たとえば特開２００７－１２３４５
４号公報（特許文献１）が示すように、半導体チップあるいはチップ部品を搭載した配線
基板を複数準備し、一方の配線基板上に他方の配線基板を積層する、ＰＯＰ（Package On
 Package）型の半導体装置などがある。
【０００４】
　また、他のＰＯＰ型の半導体装置の構成としては、たとえば特開２００８－２８８４９
０号公報（特許文献２）が図２（Ｄ）にて示すように、ボール状の電極を介して、下段の
配線基板（第１の基板１０）と上段の配線基板（第２の基板２０）とを電気的に接続し、
この上段の配線基板上に別の半導体パッケージを搭載するものがある。
【０００５】
　さらに、他のＰＯＰ型の半導体装置の構成としては、たとえば特開２００８－３００４
９８号公報（特許文献３）が図１０（ｈ）にて示すように、下段の配線基板（第１配線層
１０１）および上段の配線基板（第２配線層１０４）のそれぞれに電極（バンプ１１８）
を形成しておき、これらを互いに接合する半導体装置がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００７－１２３４５４号公報
【特許文献２】特開２００８－２８８４９０号公報
【特許文献３】特開２００８－３００４９８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ＰＯＰ型の半導体装置は、予め良品として選別された半導体パッケージを準備し、要求
される機能に応じてこれらの半導体パッケージを組合せるため、半導体装置の歩留まりを
向上させることができることから、ＭＣＭ型の半導体装置の構成の一つとして有効とされ
ている。
【０００８】
　そこで、本発明者らは、ＰＯＰ型の半導体装置を製造するに当たり、まず上記特許文献
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１に開示された構成について検討した。
【０００９】
　その結果、上記特許文献１に開示された構成の場合、下段側に配置された配線基板上に
半導体チップあるいはチップ部品が搭載されているため、上段側に配置される配線基板に
形成され、下段の配線基板と電気的に接続するための外部端子の配置箇所に制約が生じる
ことがわかった。
【００１０】
　そこで、本発明者らは、上記特許文献２に開示された構成について検討した。
【００１１】
　上記特許文献２に開示された構成の場合、下段の配線基板（第１の基板１０）上に別の
配線基板（第２の基板２０）を積層し、この配線基板（第２の基板２０）上に別の半導体
パッケージ（電子部品５２）を搭載するため、積層する半導体パッケージ（電子部品５２
）の外部端子の配置箇所を、下段の配線基板（第１の基板１０）に形成された電極パッド
の位置に合わせなくても良い。すなわち、外部端子の配置箇所に制約が生じない。
【００１２】
　しかしながら、上記特許文献２に開示された構成は、ボール状の電極を介して、下段の
配線基板（第１の基板１０）と上段の配線基板（第２の基板２０）とを電気的に接続する
ものである。そのため、電極の高さ（大きさ）を、下段の配線基板上に搭載された半導体
チップあるいはチップ部品の実装高さよりも高くしなければならない。これにより、隣り
合う電極間のピッチも大きくなってしまい、配線基板の外形寸法を小さくすることが困難
となる。
【００１３】
　そこで、本発明者らは、上記特許文献３に開示された構成について検討した。
【００１４】
　上記特許文献３に開示された構成の場合、下段の配線基板（第１配線層１０１）及び上
段の配線基板（第２配線層１０４）のそれぞれに、Ａｕめっき膜が形成された電極（バン
プ１１８）を設けておき、これらを互いに接合する構成のため、各電極の大きさ（水平方
向の幅）を小さくすることができる。
【００１５】
　しかしながら、上記特許文献３に開示された製造方法は、空隙（第２空隙１３５）が形
成された接着層を準備し、電極がこの空隙内に位置するように接着層を下段及び上段の配
線基板間に配置し、これらを加熱および加圧することで、それぞれの電極の接合部をこの
接着層で覆うものである。
【００１６】
　ところで、近年では、半導体装置の高機能化に伴い、半導体チップと電気的に接続され
る電極の数も増加する傾向に有る。そのため、複数の電極に対応する空隙を接着層に形成
する際と、複数の電極を複数の空隙内にそれぞれ配置する際とに、高い位置合わせ精度が
要求される。また、上記特許文献３は、各電極に対応する空隙を形成しなくてもよいこと
も説明しているが、この場合、下段の電極と上段の電極との間に接着層が介在し、下段の
半導体パッケージと上段の半導体パッケージとの導通経路に生じる抵抗成分が高くなって
しまう。これにより、半導体装置の動作速度の高速化にも対応することが困難となる。
【００１７】
　本発明の１つの目的は、ＭＣＭ型の半導体装置において、組み合わせる半導体パッケー
ジの自由度を向上できる技術を提供することにある。
【００１８】
　本発明の他の１つの目的は、ＭＣＭ型の半導体装置の小型化を実現できる技術を提供す
ることにある。
【００１９】
　本発明の他の１つの目的は、ＭＣＭ型の半導体装置の信頼性を向上できる技術を提供す
ることにある。
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【００２０】
　本発明の他の１つの目的は、ＭＣＭ型の半導体装置の動作速度の高速化を実現できる技
術を提供することにある。
【００２１】
　本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明細書の記述および添付図面か
ら明らかになるであろう。
【課題を解決するための手段】
【００２２】
　本願において開示される発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、次のと
おりである。
【００２３】
　本発明による半導体装置の製造方法は、以下の工程を含む：
　（ａ）第１主面、前記第１主面に形成された第１電極パッド、および前記第１主面とは
反対側の第１裏面を有する第１基板を準備する工程；
　（ｂ）第２主面、前記第２主面に形成された第２電極パッド、および前記第２主面とは
反対側の第２裏面を有する第２基板を、前記第２基板の前記第２裏面が前記第１基板の前
記第１主面と対向するように、前記第１基板上に配置する工程；
　ここで、
　前記（ｂ）工程では、前記第１基板もしくは前記第２基板の一方に形成され、前記第１
基板と前記第２基板との間に配置された半導体チップの厚さよりも大きい高さから成る第
１導電性部材を、前記第１基板もしくは前記第２基板の他方に形成されたスルーホール内
に配置し、前記第１導電性部材を、前記スルーホール内に形成され、前記第１電極パッド
もしくは前記第２電極パッドと電気的に接続されたスルーホール配線と電気的に接続する
。
【発明の効果】
【００２４】
　本願において開示される発明のうち、代表的なものによって得られる効果を簡単に説明
すれば以下のとおりである。
【００２５】
　（１）ＭＣＭ型の半導体装置において、組み合わせる半導体パッケージの自由度を向上
できる。
【００２６】
　（２）ＭＣＭ型の半導体装置の小型化を実現できる。
【００２７】
　（３）ＭＣＭ型の半導体装置の信頼性を向上できる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明の一実施の形態である半導体装置を形成するベース基板となる基板母体の
主面側を示す平面図である。
【図２】本発明の一実施の形態である半導体装置を形成するベース基板となる基板母体の
裏面側を示す平面図である。
【図３】本発明の一実施の形態である半導体装置を形成するサブ基板となる基板母体の主
面側を示す平面図である。
【図４】本発明の一実施の形態である半導体装置を形成するサブ基板となる基板母体の裏
面側を示す平面図である。
【図５】図１および図２に示した基板母体の製造方法を説明する要部断面図である。
【図６】図５に続く基板母体の製造工程中の要部断面図である。
【図７】図６に続く基板母体の製造工程中の要部断面図である。
【図８】図７に続く基板母体の製造工程中の要部断面図である。
【図９】図８に続く基板母体の製造工程中の要部断面図である。
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【図１０】図９に続く基板母体の製造工程中の要部断面図である。
【図１１】図１０に続く基板母体の製造工程中の要部断面図である。
【図１２】図１１に続く基板母体の製造工程中の要部断面図である。
【図１３】図１２に続く基板母体の製造工程中の要部断面図である。
【図１４】図１３に続く基板母体の製造工程中の要部断面図である。
【図１５】図１４に続く基板母体の製造工程中の要部断面図である。
【図１６】図１５に続く基板母体の製造工程中の要部断面図である。
【図１７】図１６に続く基板母体の製造工程中の要部断面図である。
【図１８】図１７に続く基板母体の製造工程中の要部断面図である。
【図１９】図１８に続く基板母体の製造工程中の要部断面図である。
【図２０】図１９に続く基板母体の製造工程中の要部断面図である。
【図２１】図２０に続く基板母体の製造工程中の要部断面図である。
【図２２】図２１に続く基板母体の製造工程中の要部断面図である。
【図２３】図２２に続く基板母体の製造工程中の要部断面図である。
【図２４】図２３に続く基板母体の製造工程中の要部断面図である。
【図２５】図２４に続く基板母体の製造工程中の要部断面図である。
【図２６】図２５に続く基板母体の製造工程中の要部断面図である。
【図２７】図２６に続く基板母体の製造工程中の要部断面図である。
【図２８】図２７に続く基板母体の製造工程中の要部断面図である。
【図２９】図２８に続く基板母体の製造工程中の要部断面図である。
【図３０】図３および図４に示した基板母体の製造方法を説明する要部断面図である。
【図３１】図３０に続く基板母体の製造工程中の要部断面図である。
【図３２】本発明の一実施の形態である半導体装置の製造方法を説明する要部断面図であ
る。
【図３３】図３２に続く半導体装置の製造工程中の要部断面図である。
【図３４】本発明の一実施の形態である半導体装置の製造工程中の要部平面図である。
【図３５】本発明の一実施の形態である半導体装置の製造工程中の要部断面図である。
【図３６】図３３に続く半導体装置の製造工程中の要部断面図である。
【図３７】本発明の一実施の形態である半導体装置の製造工程中の要部断面図である。
【図３８】図３７に続く半導体装置の製造工程中の要部断面図である。
【図３９】図３８に続く半導体装置の製造工程中の要部断面図である。
【図４０】図３９に続く半導体装置の製造工程中の要部断面図である。
【図４１】図４０に続く半導体装置の製造工程中の要部断面図である。
【図４２】図４１に続く半導体装置の製造工程中の要部断面図である。
【図４３】本発明の一実施の形態である半導体装置の製造工程中の要部断面図である。
【図４４】本発明の一実施の形態である半導体装置の製造工程中の平面図である。
【図４５】図４３に続く半導体装置の製造工程中の要部断面図である。
【図４６】図４４に続く半導体装置の製造工程中の平面図である。
【図４７】本発明の一実施の形態である半導体装置の要部断面図である。
【図４８】本発明の一実施の形態である半導体装置を外部実装基板に搭載した際のシステ
ムブロック図である。
【図４９】本発明の一実施の形態である半導体装置の要部平面図である。
【図５０】本発明の一実施の形態である半導体装置の要部平面図である。
【図５１】本発明の一実施の形態である半導体装置の要部断面図である。
【図５２】本発明の一実施の形態である半導体装置に含まれる半導体チップの上面側の平
面図である。
【図５３】本発明の一実施の形態である半導体装置に含まれる半導体チップの下面側の平
面図である。
【図５４】図５２のＡ－Ａ線における断面図である。
【図５５】図２６に続く基板母体の製造工程中の要部断面図である。
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【発明を実施するための形態】
【００２９】
　［１］　＜＜本願における記載形式、基本的用語および用語の説明＞＞
　以下の実施の形態においては便宜上その必要があるときは、複数のセクションまたは実
施の形態に分割して説明するが、特に明示した場合を除き、それらはお互いに無関係なも
のではなく、一方は他方の一部または全部の変形例、詳細、補足説明等の関係にある。
【００３０】
　また、以下の実施の形態において、要素の数等（個数、数値、量、範囲等を含む）に言
及する場合、特に明示した場合および原理的に明らかに特定の数に限定される場合等を除
き、その特定の数に限定されるものではなく、特定の数以上でも以下でも良い。
【００３１】
　さらに、以下の実施の形態において、その構成要素（要素ステップ等も含む）は、特に
明示した場合および原理的に明らかに必須であると考えられる場合等を除き、必ずしも必
須のものではないことは言うまでもない。また、実施例等において構成要素等について、
「Ａからなる」、「Ａよりなる」と言うときは、特にその要素のみである旨明示した場合
等を除き、それ以外の要素を排除するものでないことは言うまでもない。
【００３２】
　同様に、以下の実施の形態において、構成要素等の形状、位置関係等に言及するときは
、特に明示した場合および原理的に明らかにそうでないと考えられる場合等を除き、実質
的にその形状等に近似または類似するもの等を含むものとする。このことは、上記数値お
よび範囲についても同様である。
【００３３】
　また、材料等について言及するときは、特にそうでない旨明記したとき、または、原理
的または状況的にそうでないときを除き、特定した材料は主要な材料であって、副次的要
素、添加物、付加要素等を排除するものではない。たとえば、シリコン部材は特に明示し
た場合等を除き、純粋なシリコンの場合だけでなく、添加不純物、シリコンを主要な要素
とする２元、３元等の合金（たとえばＳｉＧｅ）等を含むものとする。
【００３４】
　また、本実施の形態を説明するための全図において同一機能を有するものは原則として
同一の符号を付し、その繰り返しの説明は省略する。
【００３５】
　また、本実施の形態で用いる図面においては、平面図であっても図面を見易くするため
に部分的にハッチングを付す場合がある。
【００３６】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。
【００３７】
　［２］　＜＜半導体装置の説明＞＞
　図４６は完成した半導体装置（半導体システム）ＳＤＳの上面側の平面図、図４５は図
４６のＡ－Ａ線における断面図である。
【００３８】
　本発明の代表的な実施の形態における半導体装置の構成は、図４５に示すように、ベー
スとなる配線基板（ベース基板、インタポーザ）１Ｃ上に半導体チップ（チップ）２２が
搭載されている。また、この配線基板１Ｃ上には、この半導体チップ２２を覆うように、
付属の配線基板（サブ基板、インタポーザ）２Ｃが配置されている。また、上段側に位置
する配線基板２Ｃは、配線基板２Ｃの表裏を貫通するスルーホール内に充填された導電性
部材３Ｂと、配線基板１Ｃの上面（主面、表面）に形成された導電性部材３Ａとを介して
、下段側の配線基板１Ｃと電気的に接続されている。また、下段側の配線基板１Ｃと上段
側の配線基板２Ｃとの間には、半導体チップ２２を封止するように、モールド樹脂（封止
体）２９が形成されている。また、下段側の配線基板１Ｃの下面（裏面、実装面）には、
外部端子となる複数のバンプ電極３０が形成されている。さらに、上段側の配線基板２Ｃ
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上には、別に準備しておいた半導体チップ、半導体チップが搭載された半導体パッケージ
、あるいはチップ部品などの半導体部材３２が搭載されている。なお、モールド樹脂（封
止体）２９の一部は、半導体チップ２２と上段側の配線基板２Ｃとの間にも形成される。
そのため、たとえ配線基板２Ｃの厚さを薄くしたとしても、半導体部材３２を搭載すると
きの荷重により配線基板２Ｃが撓む問題を抑制することができる。また、配線基板２Ｃ上
に搭載する半導体部材３２の種類を変えることにより、様々な半導体システムを構築する
ことが可能である。
【００３９】
　［３］　＜＜ベース基板の説明＞＞
　次に、本実施の形態における配線基板１Ｃの詳細について説明する。
【００４０】
　図１はベースとなる複数の配線基板（パッケージ領域）１Ｃが形成された多数個取り基
板の上面（主面、表面）側の平面図、図２は図１に示す多数個取り基板の下面（裏面、実
装面）側の平面図である。
【００４１】
　ベースとなる、１つあたりの配線基板１Ｃの平面形状は、図１に示すように、矩形状か
ら成り、本実施の形態では四角形である。また、配線基板１Ｃの材料は、たとえば、ガラ
ス繊維に樹脂を含浸させた、いわゆる、ガラス・エポキシ樹脂から成る。また、図１に示
すように、配線基板１Ｃの上面（表面）における中央部には、後に搭載される半導体チッ
プ２２と電気的に接続される電極パッド（ボンディングリード）３Ｃが形成されている。
この電極パッド３Ｃは、配線基板１Ｃの各辺に沿って複数形成されている。また、この複
数の電極パッド３Ｃの周囲、言い換えると、電極パッド３Ｃよりも配線基板１Ｃの周縁部
側には、図４３に示すように、複数の電極パッド（ランド）１５Ａが形成されている。こ
の電極パッド１５Ａは、配線基板１Ｃの各辺に沿って、複数列にわたって形成されており
、図４８のシステムブロック図に示すように、複数の電極パッド３Ｃとそれぞれ電気的に
接続されている。また、配線基板１Ｃの上面には、電極パッド１５Ａ、３Ｃそれぞれの一
部（表面）を露出するように、ソルダレジスト（絶縁膜、主面用絶縁膜）１６（図２９も
参照）が形成されている。また、このソルダレジスト１６から露出する電極パッド１５Ａ
の表面には、図３２に示すように、導電性部材３Ａが形成されている。なお、本実施の形
態では、この導電性部材３Ａは、ポスト状（柱状）に形成されており、たとえば銅（Ｃｕ
）から成る。さらに、このソルダレジスト１６上には、導電性部材３Ａの一部（先端部）
を露出し、導電性部材３Ａの側面を覆うように、追加でソルダレジスト（絶縁膜、補強用
絶縁膜）１６Ｄが形成されている。この理由は、電極パッド１５Ａに形成される導電性部
材３Ａの高さが、配線基板１Ｃの上面において、複数の電極パッド１５Ａの内側に位置す
るチップ搭載領域に搭載される半導体チップの実装高さよりも大きいからである。しかし
ながら、導電性部材３Ａの直径は、電極パッド１５Ａにおいて、ソルダレジスト１６の開
口部から露出する面積に相当するため、導電性部材３Ａの形状は、細長い円柱形状となる
。そこで、本実施の形態では、ソルダレジスト１６Ｄによりこの導電性部材３Ａの一部を
支持している。これにより、導電性部材３Ａを補強することができる。
【００４２】
　一方、配線基板１Ｃの下面（実装面）には、図２に示すように、複数の電極パッド（ラ
ンド）４Ａが形成されている。また、この複数の電極パッド４Ａは、配線基板１Ｃの各辺
に沿って、複数列にわたって形成されており、図４８のシステムブロック図に示すように
、複数の電極パッド３Ｃとそれぞれ電気的に接続されている。さらに、配線基板１Ｃの下
面には、電極パッド４Ａの一部（表面）を露出するように、ソルダレジスト（絶縁膜、裏
面用絶縁膜）１６が形成されている。
【００４３】
　また、配線基板１Ｃは、図示しないが、複数の配線層を有しており、本実施の形態では
４層から成る。また、電極パッド（ボンディングリード）３Ｃおよび電極パッド（ランド
）１５Ａのそれぞれは、１層目（最上層）の配線層に形成された配線（配線パターン）の
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一部から成り、電極パッド（ランド）４Ａは、４層目（最下層）の配線層に形成された配
線（配線パターン）の一部から成る。
【００４４】
　［４］　＜＜サブ基板の説明＞＞
　次に、本実施の形態における配線基板２Ｃの詳細について、説明する。
【００４５】
　図３はサブとなる複数の配線基板（パッケージ領域）２Ｃが形成された多数個取り基板
の上面（主面、表面）側の平面図であり、図４は図３に示す多数個取り基板の下面（裏面
、実装面）側の平面図である。
【００４６】
　１つ当たりの配線基板２Ｃの平面形状は、図３に示すように、矩形状から成り、本実施
の形態では四角形である。また、配線基板２Ｃの材料は、たとえば、ガラス繊維に樹脂を
含浸させた、いわゆるガラス・エポキシ樹脂から成る。また、配線基板２Ｃの上面（表面
）には、複数の電極パッド（ランド、ボンディングリード）４Ｂが形成されている。なお
、電極パッド４Ｂは、図４３に示すように、後に下段側の配線基板１Ｃ上に搭載される半
導体チップ２２と平面的に重なる領域にも形成されている。また、配線基板２Ｃの上面に
は、電極パッド４Ｂの一部（表面）を露出するように、ソルダレジスト（絶縁膜、主面用
絶縁膜）１６が形成されている。そのため、後の工程において、この付属の配線基板２Ｃ
を、半導体チップ２２が搭載されたベースとなる配線基板１Ｃ上に配置することで、ベー
スとなる配線基板１Ｃとは外形サイズが異なる半導体部材（半導体チップ、半導体パッケ
ージ、あるいはチップ部品）や、半導体チップ２２と平面的に重なる領域に形成された外
部端子を有する半導体部材を、半導体チップ２２上に搭載することができるようになる。
【００４７】
　また、配線基板２Ｃの下面には、ソルダレジスト（絶縁膜、裏面用絶縁膜）１６（図２
９参照）が形成されている。
【００４８】
　また、配線基板２Ｃは、図示しないが、複数の配線層を有しており、本実施の形態では
２層から成る。また、電極パッド（ランド）４Ｂは、１層目（最上層）の配線層に形成さ
れた配線（配線パターン）の一部から成る。配線基板２Ｃには、表裏を貫通するスルーホ
ール７が形成されており、このスルーホール７の側壁に２層目（最下層）の配線層に形成
された配線９が露出している（図３１参照）。詳細は後述するが、前述のベース基板であ
る配線基板１Ｃに形成された導電性部材３Ａは、その配線基板２Ｃに形成されたスルーホ
ール７内に挿入され、さらにスルーホール７内が導電性部材３Ｂで充填されることにより
、導電性部材３Ａは、導電性部材３Ｂを介して、スルーホール７の側壁に露出した配線９
と電気的に接続される。それにより、配線基板１Ｃと配線基板２Ｃとが電気的に接続され
る。また、ベース基板である配線基板１Ｃに形成された導電性部材３Ａと平面的に重なる
位置に形成された電極パッド４Ｂは、図３９および図４３に示すように、スルーホール７
の内部に導電性部材３Ｂを充填することで形成される。この時、本実施の形態では、サブ
基板である配線基板２Ｃの上面と同じ高さ、または上面から突出するように、スルーホー
ル７内に導電性部材３Ｂを充填している。これにより、導電性部材３Ａの上部も、電極パ
ッドとして使用することができ、配線基板２Ｃに搭載できる半導体部材の汎用性を広げる
ことができる。
【００４９】
　ここで、図４８のシステムブロック図に示すように、本実施の形態では、配線基板１Ｃ
上に搭載される半導体チップ２２が、外部ＬＳＩ３３からの信号に基づいて、配線基板２
Ｃ上に搭載される半導体部材３２を制御する。また、半導体部材３２を動作させるために
必要とする電源電位および基準電位も、配線基板１Ｃを介して外部ＬＳＩ３３から半導体
部材３２に供給する。そのため、本実施の形態では、配線層の数が配線基板２Ｃの配線層
の数よりも多い配線基板１Ｃを使用している。
【００５０】
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　［５］　＜＜半導体チップの説明＞＞
　次に、配線基板１Ｃ上に搭載される半導体チップ２２の詳細について、説明する。
【００５１】
　図５２は配線基板１Ｃ上に搭載される半導体チップ２２の上面（表面、主面）側におけ
る平面図、図５３は図５２に示す上面とは反対側の下面（裏面）側の平面図、図５４は図
５２のＡ－Ａ線における断面図である。
【００５２】
　半導体チップ２２の平面形状は、図５２に示すように、矩形状から成り、本実施の形態
では四角形である。また、半導体チップ２２の材料は、たとえばシリコン（Ｓｉ）から成
る。また、半導体チップ２２の上面（主面）には、半導体チップ２２の各辺に沿って、複
数の電極パッド２２Ａが形成されている。また、半導体チップ２２の中央部には、回路素
子（半導体素子）２２Ｂが形成されており、図示しないが、この回路素子２２Ｂの周囲に
形成された複数の電極パッド２２Ａは、半導体チップ２２内に形成された配線を介してこ
の回路素子２２Ｂと電気的に接続されている。また、この回路素子は、図５４に示すよう
に、半導体チップ２２の上面側に形成されている。そして、本実施の形態における半導体
チップ２２は、たとえばコントローラ系の半導体チップであり、この回路素子２２Ｂは、
図４８に示すように、この回路素子２２Ｂと、完成した半導体装置（半導体システム）Ｓ
ＤＳの外部に設けられた外部ＬＳＩ３３との間で信号の入出力を行うための外部インタフ
ェース、およびこの回路素子２２Ｂと、この半導体装置の内部に設けられる半導体部材３
２との間で信号の入出力を行うための内部インタフェースを有している。
【００５３】
　一方、半導体チップ２２の上面とは反対側の下面（裏面）の平面形状は、図５３に示す
ように、矩形状から成り、本実施の形態では、上面側と同様に四角形である。
【００５４】
　［６］　＜＜半導体装置（半導体システム）ＳＤＳの製造方法についての説明＞＞
　次に、本実施の形態の半導体装置（半導体システム）ＳＤＳの製造方法について、以下
に説明する。なお、前述のように、本実施の形態の半導体装置は、ＭＣＭ型の一種である
ＰＯＰ（Package On Package）型の半導体装置である。また、図１～図４は、このＰＯＰ
型の半導体装置の製造に用いられる配線基板の平面図であり、図１および図２は、それぞ
れ下段の配線基板１Ｃとなる基板母体１の主面側および裏面側の平面図であり、図３およ
び図４は、それぞれ配線基板１Ｃに積層される上段の配線基板２Ｃとなる基板母体２の主
面側および裏面側の平面図である。また、図１～図４では、１つの配線基板１Ｃもしくは
配線基板２Ｃとなる領域の主面側もしくは裏面側を拡大して示している。
【００５５】
　図１～図４に示す基板母体１、２は、ＭＡＰ（Mold Array Package）方式の基板母体と
なっており、配線基板１Ｃもしくは配線基板２Ｃとなる領域が複数配列され、１枚の基板
母体１、２から複数の配線基板１Ｃもしくは配線基板２Ｃを取得できる構造となっている
。基板母体１、２には、それぞれガイドホール１Ａおよびガイドホール２Ａが複数設けら
れており、詳細は後述するが、基板母体１の主面と基板母体２の裏面とを対向させ、対応
するガイドホール１Ａとガイドホール２Ａとを貫通するようにガイドを通すことにより、
配線基板１Ｃとなる領域と配線基板２Ｃとなる領域とが、それぞれ対応するもの同士で対
向する状態となる。
【００５６】
　基板母体１（各配線基板１Ｃとなる領域）の主面側には、金属製の導電性部材３Ａが複
数形成されている。対応する配線基板１Ｃとなる領域と配線基板２Ｃとなる領域とを平面
で重ね合わせた時に、これら導電性部材３Ａは、基板母体２（各配線基板２Ｃとなる領域
）を貫通するように形成されたスルーホール７（電極パッド４Ｂ）とそれぞれ１対１で対
応した位置に配置されている。これら導電性部材３Ａとスルーホール７（電極パッド４Ｂ
）とを対応するもの同士で電気的に接続することにより、配線基板１Ｃと配線基板２Ｃと
が電気的に接続されることになるが、詳細については、本実施の形態の半導体装置の製造
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工程を説明する中で併せて説明する。また、基板母体１の主面側には、半導体チップ搭載
用の電極パッド（ボンディングリード）３Ｃが形成されている。
【００５７】
　基板母体１の裏面には、本実施の形態の半導体装置を外部に電気的に接続するための電
極パッド４Ａが形成され、基板母体２の主面には、半導体チップあるいはチップ部品搭載
用の電極パッド４Ｂが形成されている。また、基板母体１、２中には、配線基板１Ｃとな
る領域毎あるいは配線基板２Ｃとなる領域毎に配線層が形成されており、この配線層によ
って、導電性部材３Ａと電極パッド４Ａとが電気的に接続され、導電性部材３Ｂと電極パ
ッド４Ｂとが電気的に接続されている。
【００５８】
　次に、上記基板母体１の製造工程について、図５～図３１を用いて説明する。図５～図
３１では、基板母体１の製造過程における要部断面を示している。
【００５９】
　まず、主面および裏面の両面に銅薄膜５が成膜された絶縁性のコア材６を用意する（図
５参照）。その材質としては、ガラス・エポキシ樹脂、ＢＴレジンあるいはアラミド不織
布材等を例示することができる。
【００６０】
　次いで、このコア材６の主面と裏面とを貫通するスルーホール７をドリルまたはレーザ
ー加工により形成する（図６参照）。次いで、めっき法により、スルーホール７の壁面に
銅膜５Ａを成膜し、主面側の銅薄膜５と裏面側の銅薄膜５とをスルーホール７内の銅膜５
Ａによって電気的に接続する（図７参照）。次いで、ドライフィルムからなるフォトレジ
スト膜８をコア材６の主面および裏面の両面に貼付（図８参照）した後に、フォトリソグ
ラフィ技術により、このフォトレジスト膜８をパターニングする（図９参照）。次いで、
残ったフォトレジスト膜８をマスクとしてコア材６の両面の銅薄膜５をエッチングするこ
とにより、銅薄膜５をパターニングする。ここまでの工程により、コア材６の両面に配線
９からなる１層目の配線層を形成することができる（図１０参照）。また、コア材６の両
面の配線層は、スルーホール７内の銅膜５Ａを介して電気的に接続された構造とすること
ができる。
【００６１】
　次に、フォトレジスト膜８を剥離（図１１参照）した後、コア材６の両面に絶縁層１０
を堆積する。また、この絶縁層１０により、スルーホール７を埋め込む（図１２参照）。
絶縁層１０の材質としては、コア材６と同様のガラス・エポキシ樹脂、ＢＴレジンあるい
はアラミド不織布材等を例示することができる。
【００６２】
　次に、レーザー加工により、コア材６の両面の絶縁層１０に一部の配線９に達する開口
部１１を形成する（図１３参照）。次いで、無電解めっき法により、コア材６の両面に銅
膜１２を成膜する（図１４参照）。この時、銅膜１２は、開口部１１内にも成膜され、開
口部１１の底部にて銅膜１２と配線９とが接続される。次いで、ドライフィルムからなる
フォトレジスト膜１３をコア材６の主面および裏面の両面に貼付（図１５参照）した後に
、フォトリソグラフィ技術により、このフォトレジスト膜１３をパターニングする（図１
６参照）。次いで、残ったフォトレジスト膜１３をマスクとし、銅膜１２をシード層とし
た電解めっき法により、銅膜１２上に選択的に銅膜１４を成長させる（図１７参照）。次
いで、フォトレジスト膜１３を剥離（図１８参照）した後、ドライフィルムからなるフォ
トレジスト膜１８をコア材６の主面および裏面の両面に貼付する（図１９参照）。次いで
、フォトリソグラフィ技術により、主面側のフォトレジスト膜１８をパターニングし、主
面側の銅膜１４上のフォトレジスト膜１８に選択的に銅膜１４に達する開口部１９を形成
する（図２０参照）。次いで、残ったフォトレジスト膜１８をマスクとし、開口部１９下
の銅膜１４をシード層としためっき法により、その銅膜１４上に選択的に銅膜を成長させ
ることにより、図１を用いて説明した導電性部材３Ａを形成する（図２１参照）。
【００６３】
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　次に、フォトレジスト膜１８を剥離（図２２参照）した後、無電解エッチング法により
銅膜１２をエッチングし、残った銅膜１２および銅膜１４から配線１５を形成する。なお
、配線１５の一部は、前述の電極パッド１５Ａもしくは電極パッド１５Ｂとなる。ここま
での工程により、コア材６の両面に配線１５からなる２層目の配線層を形成することがで
きる（図２３参照）。配線１５の一部は、配線９と接続した構造となる。
【００６４】
　次に、コア材６の両面にソルダレジスト１６を印刷する（図２４参照）。次いで、その
ソルダレジスト１６をフォトリソグラフィ技術によりパターニングし、ソルダレジスト１
６に配線１５の一部に達する開口部１７を形成する（図２５参照）。ここで、コア材６の
主面側において、開口部１７の底部に露出した配線１５の一部は、前述の基板母体１の半
導体チップ搭載用の電極パッド３Ｃとなる（図２５での図示は省略）。また、コア材６の
裏面側において、開口部１７の底部に露出した配線１５は、前述の基板母体１の電極パッ
ド４Ａとなる。
【００６５】
　次に、コア材６の主面側にソルダレジスト１６Ｄを印刷する（図２６参照）。このソル
ダレジスト１６Ｄは、表面がポスト状の導電性部材３Ａの頂部と揃うような厚さとする。
また、ソルダレジスト１６Ｄの膜厚は、後の工程で配線基板１Ｃに搭載される半導体チッ
プ２２よりも厚くなるようにする。
【００６６】
　次いで、そのソルダレジスト１６Ｄをフォトリソグラフィ技術によりパターニングし、
後の工程で半導体チップ２２が搭載される領域のソルダレジスト１６Ｄを除去することで
、図３２に示すような基板母体１を製造する。残ったソルダレジスト１６Ｄは、平面で半
導体チップ２２が搭載される領域を囲むパターンとなり、さらに、後の工程で半導体チッ
プ２２が搭載された領域へモールド樹脂（封止体）２９を注入するための注入経路（詳細
は図４１を用いて後述する）が設けられる。このように、ポスト状の導電性部材３Ａは、
先端部を除いて周囲がソルダレジスト１６ばかりでなく、ソルダレジスト１６Ｄによって
も覆われ、封止されている。そのため、導電性部材３Ａの高さが高くなっても、ソルダレ
ジスト１６、１６Ｄが周囲を補強する構造となり、導電性部材３Ａを倒れ難くすることが
できる。
【００６７】
　次に、ドライフィルムからなるフォトレジスト膜１６Ａをコア材６の主面および裏面の
両面に貼付した後に、フォトリソグラフィ技術により、このフォトレジスト膜１６Ａをパ
ターニングし、導電性部材３Ａ上のフォトレジスト膜１６Ａに開口部１６Ｂを形成する（
図２７参照）。次いで、残ったフォトレジスト膜１６Ａをマスクとし、導電性部材３Ａ（
銅膜）をシード層とした電解めっき法により、導電性部材３Ａ上の開口部１６Ｂ内に選択
的に銅膜を成長させ、導電性部材３Ａを高くする（図２８参照）。次いで、フォトレジス
ト膜１６Ａを剥離する。
【００６８】
　次いで、ドリル加工により、コア材６を貫通する前述のガイドホール１Ａ、２Ａ（図１
および図２参照）を形成し、図２９に示すような基板母体１を製造する。この時、ソルダ
レジスト１６の表面からの導電性部材３Ａの突出高さは、配線基板１Ｃに搭載される半導
体チップ２２がバンプ電極を用いて配線基板１Ｃに接合（フリップチップ接続）される場
合には、配線基板１Ｃに搭載時の半導体チップ２２の高さ（ソルダレジスト１６の表面か
ら半導体チップ２２の裏面までの高さ）より高くなるようにする。また、導電性部材３Ａ
のソルダレジスト１６Ｄからの突出量（突出高さ）は、配線基板２Ｃ（後述する基板母体
２）の厚さより小さくする。
【００６９】
　上記のような工程で製造される基板母体１であるが、配線基板１Ｃとなる基板母体１を
製造する際に絶縁層１０および配線１５を形成する工程を繰り返してさらに多層構造を形
成したりしてもよい。
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【００７０】
　また、前述のソルダレジスト１６Ｄを印刷し、そのソルダレジスト１６Ｄをフォトリソ
グラフィ技術によりパターニングして、後の工程で半導体チップ２２が搭載される領域の
ソルダレジスト１６Ｄを除去した工程（図２６参照）の後、ブラスト処理によってソルダ
レジスト１６Ｄを薄くし、ソルダレジスト１６Ｄの表面から導電性部材３Ａを突出させて
もよい（図５５参照）。ただし、ブラスト処理後のソルダレジスト１６Ｄの厚さが、後の
工程で配線基板１Ｃに搭載される半導体チップ２２よりも厚くなるように、予めソルダレ
ジスト１６Ｄは厚く印刷しておく。
【００７１】
　次に、上記基板母体２の製造工程について、図３０および図３１を用いて説明する。図
３０および図３１では、基板母体２の製造過程における要部断面を示している。
【００７２】
　基板母体２の製造工程は、図５～図１０を用いて前述した基板母体１の製造工程におけ
る、配線９（１層目の配線層）を形成する工程までは同様である。その後、コア材６の両
面にソルダレジスト１６を印刷する（図３０参照）。この時、スルーホール７上にはソル
ダレジスト１６を印刷しないようにし、スルーホール７の側壁の配線９を露出させる。
【００７３】
　次に、そのソルダレジスト１６をフォトリソグラフィ技術によりパターニングし、ソル
ダレジスト１６に配線９の一部に達する開口部１７を形成し、基板母体２を製造する（図
３１参照）。ここで、コア材６の主面側において、開口部１７の底部に露出した配線９は
、電極パッド（ランド、ボンディングリード）４Ｂとなる。
【００７４】
　次に、上記のような工程を経て製造された基板母体１、２を用いて、本実施の形態のＰ
ＯＰ型の半導体装置を製造する工程について、図３２～図４６を用いて説明する。
【００７５】
　まず、基板母体１を用意する（図３２参照）。次いで、基板母体１の主面における、各
配線基板１Ｃとなる領域に半導体チップ２２を搭載する（図３３参照）。ここで、図３４
は、隣接する２つの配線基板１Ｃとなる領域１Ｂを拡大して図示した平面図である。図３
３および図３４に示す例では、半導体チップ２２は、表面に形成されたボンディングパッ
ド（図示は省略）上にバンプ電極（突起電極）２３が形成され、このバンプ電極２３が電
極パッド３Ｃと接合されることによって各配線基板１Ｃとなる領域に搭載される。この時
、半導体チップ２２は、素子の形成された表面側が基板母体１と対向して搭載されること
になる。
【００７６】
　基板母体１、２を製造する工程を説明する中でも述べたが、図３５に示すように、ソル
ダレジスト１６Ｄの表面からの導電性部材３Ａ突出高さＨ１は、ベース基板となる領域に
搭載された半導体チップ２２の高さ（半導体チップ２２の搭載領域におけるソルダレジス
ト１６の表面から半導体チップ２２の裏面までの高さ）Ｈ２より高くなっている。
【００７７】
　次に、半導体チップ２２と基板母体１との間にアンダーフィル樹脂２４を塗布（図３６
参照）した後、加熱圧着用のステージ２５に基板母体１を載置する（図３７参照）。この
時、搭載された基板母体１は、裏面側がステージ２５と対向し、ステージ２５に備え付け
られたガイドピン２６を基板母体１のガイドホール１Ａ（図１および図２参照）に通すこ
とで、基板母体１のステージ２５上での位置決めをすることができる。次いで、基板母体
２を用意する（図３７参照）。
【００７８】
　次に、基板母体２をステージ２５に載置する（図３８参照）。この時、基板母体２は、
導電性部材３Ｂが形成された裏面側が基板母体１と対向させられ、基板母体２のガイドホ
ール２Ａにガイドピン２６が通されることで、ステージ２５上での位置が決定され、基板
母体１におけるソルダレジスト１６Ｄから突出した複数の導電性部材３Ａが、各々対応す
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る基板母体２におけるスルーホール７に挿入された状態となる。さらに、前述のように、
導電性部材３Ａのソルダレジスト１６Ｄからの突出量（突出高さ）は、配線基板２Ｃ（後
述する基板母体２）の厚さより小さくしてあることから、複数の導電性部材３Ａの先端は
、基板母体２の主面から突出せず、スルーホール７内に位置することになる。次の工程で
スルーホール７内に導電性部材を充填するが、導電性部材３Ａの先端が基板母体２の主面
から突出していないことから、スルーホール７内に充填された導電性部材を半導体チップ
あるいはチップ部品搭載用の電極パッド（ランド）４Ｂとして用いることが可能となる。
それにより、配線基板２Ｃの主面において、半導体チップあるいはチップ部品搭載用の領
域を広く確保することが可能となる。また、基板母体１、２のステージ２５上での位置が
決定されると、基板母体１に区画された複数の配線基板１Ｃとなる領域は、それぞれが対
応する基板母体２に区画された複数の配線基板２Ｃとなる領域と１対１で対向する状態と
なる。また、基板母体２がステージ２５に載置されると、基板母体１におけるポスト状の
導電性部材３Ａの周囲を覆うソルダレジスト１６Ｄの表面が、基板母体２の裏面と接する
状態となる。
【００７９】
　次に、基板母体２のスルーホール７に導電性部材３Ｂを充填する（図３９参照）。本実
施の形態において、この導電性部材３Ｂとしては、はんだ（鉛フリーはんだを含む）もし
くは銀（Ａｇ）、銅（Ｃｕ）、またはこれらの合金（Ａｇ－Ｃｕ）などの導電性ペースト
を用いることを例示することができる。なお、図３９では、基板母体２のスルーホール７
付近の拡大断面も併せて示している。前述したように、この導電性部材３Ｂをスルーホー
ル７に充填することにより、ベース基板である配線基板１Ｃに形成された導電性部材３Ａ
と平面的に重なる位置となる電極パッド４Ｂを形成することができる。すなわち、導電性
部材３Ａの上部も、電極パッドとして使用することができるようになり、配線基板２Ｃに
搭載できる半導体部材の汎用性を広げることができる。
【００８０】
　次に、加熱ツール２７を用い、基板母体２を裏面側より加熱および加圧することにより
、導電性部材３Ａと導電性部材３Ｂとを熱圧着（接合）し、これらを電気的に接続する（
図４０参照）。
【００８１】
　次に、基板母体１と基板母体２との間にモールド樹脂２９を注入し、基板母体１と基板
母体２との間を樹脂封止する封止体を形成する（図４１参照）。なお、図４１では、１つ
の半導体チップ２２の付近の拡大断面も併せて図示している。モールド樹脂２９は、前述
のソルダレジスト１６Ｄに設けられ注入経路１６Ｃを経て半導体チップ２２が搭載された
領域へ注入および充填される。先に説明したように、モールド樹脂２９の一部は、半導体
チップ２２と基板母体２（配線基板２Ｃ）との間にも形成されるので、たとえ基板母体２
（配線基板２Ｃ）の厚さを薄くしたとしても、後の工程で半導体部材３２（詳細は図４５
および図４６を用いて後述する）を搭載する時の荷重により基板母体２（配線基板２Ｃ）
が撓む問題を抑制することが可能となる。また、前述のように、導電性部材３Ａの周囲を
覆うソルダレジスト１６Ｄが基板母体２（配線基板２Ｃ）の裏面と接しているので、仮に
半導体チップ２２と基板母体２（配線基板２Ｃ）との間にモールド樹脂２９が形成されて
いなくても、基板母体２（配線基板２Ｃ）の裏面と接したモールド樹脂２９が基板母体２
（配線基板２Ｃ）を支持する構成となる。この構成によっても、基板母体２（配線基板２
Ｃ）を撓み難くすることができる。
【００８２】
　次いで、モールド金型から樹脂封止された基板母体１、２を取り出し、はみ出したモー
ルド樹脂２９を除去し成形する。
【００８３】
　次に、基板母体１の電極パッド４Ａの各々上にはんだボールを配置し、リフロー処理を
施すことによりはんだボールを電極パッド４Ａと接合し、バンプ電極（外部端子）３０を
形成する（図４２参照）。
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【００８４】
　次に、配線基板１Ｃとなる領域および配線基板２Ｃとなる領域の平面外形に沿って、基
板母体１、２を切断し、個々の配線基板１Ｃおよび配線基板２Ｃの組に個片化する（図４
３参照）。ここで、図４４は、個々の配線基板１Ｃおよび配線基板２Ｃの組に個片化後の
平面図である。この図４４に示すように、本実施の形態では、基板母体１、２は、一括し
て切断されることから、配線基板１Ｃおよび配線基板２Ｃの平面外形寸法は等しくなる。
また、本実施の形態では、導電性部材３Ｂと電気的に接続する電極パッド４Ｂは、平面で
半導体チップ２２と重なる位置にも配置されている。すなわち、配線基板２Ｃにおいては
、平面で下段の半導体チップ２２と重なる位置でもチップあるいはチップ部品等を搭載す
ることが可能となる。それにより、配線基板１Ｃおよび配線基板２Ｃの外形サイズを大型
化することなく、配線基板２Ｃに配置する電極パッド４Ｂ（スルーホール７に導電性部材
３Ｂを充填して形成した電極パッド４Ｂを含む）の数を増やすことが可能となる。また、
電極パッド４Ｂの数が同じであるならば、配線基板１Ｃおよび配線基板２Ｃの外形サイズ
を小型化することができるので、本実施の形態の半導体装置（半導体システム）ＳＤＳに
ついても小型化することが可能となる。
【００８５】
　次に、外部接続用の電極としてバンプ電極３１が形成された半導体部材３２を用意する
。次いで、そのバンプ電極３１を配線基板２Ｃの電極パッド４Ｂに接続することで半導体
部材３２を配線基板２Ｃに搭載および電気的に接続し、本実施の形態の半導体装置（半導
体システム）ＳＤＳを製造する。図４６は、半導体部材３２を配線基板２Ｃに搭載した時
点での平面図である。本実施の形態によれば、平面で下段の半導体チップ２２と重なる領
域でも、上段の半導体部材３２は配置することができる。図４６では、半導体部材３２の
平面外形が配線基板１Ｃおよび配線基板２Ｃの平面外形とほぼ同一である場合を図示して
いるが、半導体部材３２の平面外形の方が小さくなっていてもよい。
【００８６】
　ここで、図４７は、本実施の形態のＰＯＰ型の半導体装置の要部断面図であり、図４８
は、本実施の形態のＰＯＰ型の半導体装置をマザーボード等の外部実装基板に搭載した際
のシステムブロック図の一例である。
【００８７】
　下層の配線基板１Ｃに搭載された半導体チップ２２は、ＳＯＣ（System On Chip）型の
チップであって画像処理等の論理処理を行い、上層の配線基板２Ｃに搭載された半導体部
材３２は、メモリチップであって下段の半導体チップ２２が行う論理処理の際にワークＲ
ＡＭとして用いられることを例示できる。半導体チップ２２と半導体部材３２との間では
、バンプ電極２３、配線９、１５、および導電性部材３Ａ、３Ｂを介して信号の授受が行
われる。半導体チップ２２と外部ＬＳＩ３３との間では、バンプ電極２３、配線９、１５
、およびバンプ電極３０を介して信号の授受が行われる。半導体チップ２２への電源電位
（ＶＤＤ）および基準電位（ＧＮＤ）の供給は、バンプ電極３０および配線９、１５を介
して行われ、半導体部材３２への電源電位（ＶＤＤ）および基準電位（ＧＮＤ）の供給は
、バンプ電極３０、導電性部材３Ａ、３Ｂ、電極パッド４Ｂおよび配線９、１５を介し、
半導体チップ２２は介さずに行われる。
【００８８】
　また、配線基板２Ｃへは、複数の半導体チップ（マイコンチップおよびメモリチップ等
）あるいはチップ部品（抵抗、コンデンサおよびインダクタ等）等を搭載することも可能
である。図４９は、複数の半導体チップおよびチップ部品を搭載可能とした配線基板２Ｃ
の平面図である。配線基板２Ｃに設けられたパッド電極４Ｂは、搭載される半導体チップ
およびチップ部品に合わせた平面形状で形成されている。このような場合でも、パッド電
極４Ｂは、下段の半導体チップ２２と重なる位置に配置することが可能である。なお、配
線基板２Ｃの上面に形成された各パッド電極４Ｂは、配線基板２Ｃの上面、下面、または
上下面に形成された配線（図示は省略）を介して、配線基板２Ｃに形成されたスルーホー
ル７内に充填される導電性部材３Ｂと導通を図っている。また、この配線基板２Ｃが、た
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とえば３層以上の配線層を有している場合は、さらに内層の配線層に形成された配線を使
用することで、複数の半導体部材３２との導通を容易に図ることができる。図５０は、半
導体チップ３２Ａ、３２Ｂおよびチップ部品３２Ｃを配線基板２Ｃに搭載した時点での平
面図である。本実施の形態によれば、平面で下段の半導体チップ２２と重なる領域でも、
上段の半導体チップ３２Ａ、３２Ｂおよびチップ部品３２Ｃは配置することができる。す
なわち、本実施の形態によれば、上層と下層とで、半導体チップ２２、３２Ａ、３２Ｂ、
半導体部材３２およびチップ部品３２Ｃの組み合わせを大幅に向上することが可能となる
。
【００８９】
　上記の本実施の形態では、配線基板１Ｃに搭載される半導体チップ２２がバンプ電極２
３を介して実装される場合について説明したが、図５１に示すように、ボンディングワイ
ヤ３４によって実装される構造であってもよい。この場合、半導体チップ２２は、裏面が
配線基板１Ｃの主面と対向するように配線基板１Ｃに搭載される。上記の実施の形態では
、半導体チップ２２の電極パッド（図示は省略）上に形成されたバンプ電極２３と電気的
に接続される配線基板（ベース基板）１Ｃの電極パッド３Ｃが、配線基板（ベース基板）
１Ｃの主面において、半導体チップ２２と平面的に重なる領域に形成されていたが、図５
１に示すように、電極パッド３Ｃは、配線基板（ベース基板）１Ｃにおいて、半導体チッ
プ２２が搭載される領域の周囲に形成される。このようなボンディングワイヤ３４を用い
る場合には、半導体チップ２２上にボンディングワイヤ３４のループが形成されることか
ら、ポスト状の導電性部材３Ａは、半導体チップ２２の厚さ（ソルダレジスト１６の表面
からボンディングワイヤ３４の最高位置までの高さ）Ｈ２より高く延在するように形成す
ることが好ましい。
【００９０】
　上記の本実施の形態によれば、配線基板１Ｃに搭載された半導体チップ２２（バンプ電
極２３により実装されている場合には裏面であり、ボンディングワイヤ３４により実装さ
れている場合には主面）と配線基板２Ｃとの間にモールド樹脂２９が配置された構造とな
る（図４５参照）。それにより、本実施の形態のＰＯＰ型の半導体装置を実装した際に、
配線基板２Ｃが撓んでしまうことを抑制することができる。すなわち、本実施の形態の半
導体装置の歩留まりを向上することができ、信頼性を向上することができる。
【００９１】
　また、上記の本実施の形態によれば、予め基板母体１、２に設けたガイドホール１Ａ、
２Ａを用いて基板母体１Ａ、２Ａの位置を合わせ、基板母体１側に形成された複数の導電
性部材３Ａを、それぞれ対応する基板母体２側のスルーホール７に挿入するので（図３８
参照）、導電性部材３Ａと対応するスルーホール７との位置合わせを容易に行うことがで
きる。また、このように導電性部材３Ａと対応するスルーホール７との位置合わせした状
況下において、導電性部材３Ｂをスルーホール７に充填し、熱圧着により導電性部材３Ａ
と導電性部材３Ｂとを接合するので、配線基板１Ｃ（基板母体１）と配線基板２Ｃ（基板
母体２）との電気的接続（接合）を容易に行うことができる。
【００９２】
　以上、本発明者によってなされた発明を実施の形態に基づき具体的に説明したが、本発
明は前記実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変更可
能であることはいうまでもない。
【００９３】
　たとえば、前記実施の形態においては、基板母体１の製造工程中にポスト状の導電性部
材も形成する場合について説明したが、基板母体１を製造した後に、製造された基板母体
１に対してポスト状の導電性部材を形成してもよい。
【００９４】
　また、前記実施の形態では、下段側に位置し、ベースとなる配線基板１Ｃにポスト状の
導電性部材３Ａを形成し、この配線基板１Ｃ上に配置される付属の配線基板２Ｃにスルー
ホール７を形成することについて説明したが、ベースとなる配線基板１Ｃにスルーホール
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７を形成し、付属の配線基板２Ｃにポスト状の導電性部材３Ａを形成し、これらを接続す
る構成としてもよい。しかしながら、上記したように、ベースとなる下段側の配線基板１
Ｃには、外部機器と信号の入出力を行うための外部端子（バンプ電極）３０が形成されて
おり、配線基板１Ｃに形成された配線（図示は省略）を介して、この外部端子と配線基板
１Ｃの上面に形成された電極パッドとを電気的に接続している。そのため、配線レイアウ
トを考慮した場合、ベースとなる下段側の配線基板１Ｃにスルーホール７を形成すると、
配線レイアウトに制約が生じる、または配線基板の外形サイズを大きくする必要があるた
め、前記実施の形態のように、サブ基板２Ｃにスルーホール７を形成しておくことが好ま
しい。
【００９５】
　また、前記実施の形態では、半導体部材３２を配線基板（サブ基板）２Ｃ上に搭載する
工程まで説明し、半導体部材３２が搭載された状態を、半導体装置として説明したが、バ
ンプ電極３０を配線基板（ベース基板）１Ｃの下面に形成し、配線基板１Ｃ、２Ｃおよび
封止体２９を切断することで得られる、図４３に示すような構造体を、１つの完成した半
導体装置としてもよい。この場合、半導体部材３２が搭載されていない状態で、半導体装
置は管理または出荷されるため、適用する電子装置の機能に応じて構築される半導体シス
テムを適宜変更できる。
【産業上の利用可能性】
【００９６】
　本発明の半導体装置の製造方法および半導体装置は、ＭＣＭ型の半導体装置およびその
製造工程に適用することができる。
【符号の説明】
【００９７】
　　１　基板母体
　１Ａ　ガイドホール
　１Ｂ　領域
　１Ｃ　配線基板（ベース基板、インタポーザ）
　　２　基板母体
　２Ａ　ガイドホール
　２Ｃ　配線基板（サブ基板、インタポーザ、パッケージ領域）
　３Ａ　導電性部材
　３Ｂ　導電性部材
　３Ｃ　電極パッド（ボンディングリード）
　４Ａ　電極パッド（ランド）
　４Ｂ　電極パッド（ランド、ボンディングリード）
　　５　銅薄膜
　５Ａ　銅膜
　　６　コア材
　　７　スルーホール
　　８　フォトレジスト膜
　　９　配線
　１０　絶縁層
　１１　開口部
　１２　銅膜
　１３　フォトレジスト膜
　１４　銅膜
　１５　配線
１５Ａ　電極パッド（ランド）
１５Ｂ　電極パッド（ランド）
　１６　ソルダレジスト（絶縁膜、主面用絶縁膜、裏面用絶縁膜）
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１６Ａ　フォトレジスト膜
１６Ｂ　開口部
１６Ｃ　注入経路
１６Ｄ　ソルダレジスト（絶縁膜、補強用絶縁膜）
　１７　開口部
　１８　フォトレジスト膜
　１９　開口部
　２２　半導体チップ（チップ）
２２Ａ　電極パッド
２２Ｂ　回路素子（半導体素子）
　２３　バンプ電極（突起電極）
　２４　アンダーフィル樹脂
　２５　ステージ
　２６　ガイドピン
　２７　加熱ツール
　２９　モールド樹脂（封止体）
　３０　バンプ電極
　３１　バンプ電極
　３２　半導体部材
３２Ａ、３２Ｂ　半導体チップ
３２Ｃ　チップ部品
　３３　外部ＬＳＩ
　３４　ボンディングワイヤ
ＳＤＳ　半導体装置（半導体システム）
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